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（平成１５年２月１９日締め切り） 

整理 
№ 

質問箇所 項    目 質 問 内 容 回 答 

１ 募集要項 

３―（２） 

業務支援 「民間事業者選定審査委員会の運営」

については、委員報酬、会場費等の支

払は含まれるのか。 

審査委員の報酬等委員会の運営に

係る経費は、アドバイザリー予算と

は別に市において支出します。 

２ 募集要項 

３―（２） 

業務支援 「事業者との基本協定書及び事業契

約書締結」とは、具体的にはどこまで

の業務を含むのか（契約交渉の場に同

席を求められるのか） 

必要に応じ契約交渉の場に出席し、

事業契約調印に至るまでの業務を

実施することとなります。 

３ 募集要項 

４ 

応募資格 ＰＦＩ事業アドバイザー業務の元請

としての実績がある企業と実績のな

い企業のジョイントベンチャーによ

って、本業務に応募することは可能

か。 

可能です。この場合、応募書類に両

者の業務分担について明記してく

ださい。 

４ 募集要項 

４ 

応募資格 受託者と資本・人事面等において関連

を持つと認められる者とは、具体的に

何を指すのか。（当該会社出資の総額

の 100 分の 50 を超える出資をしてい

る会社や、会社の代表権を有する役員

を兼ねている場合の企業を指すのか） 

本業務受託者の発行済み株式総数

の１００分の５０を超える株式を

有し、またはその出資の１００分の

５０を超える出資をしているか、も

しくは本業務受託者の代表権を有

する役員を兼ねている場合の企業

は、本件の事業者選定に応募するこ

とはできません。 

５ 募集要項 

４ 

応募資格 ＰＦＩに係わる金融、法律、技術面で

協力する会社もしくは個人は、本アド

バイザリー業務に重複応募できるの

か。また、本アドバイザリー業務の元

請として応募する傍ら、別に応募する

アドバイザーの協力会社として応募

することは可能か。 

いずれの場合も重複しての応募は

認められません。 

６ 募集要項 

５ 

提出書類 ①業務提案書は、ページ数の制限があ

るのか。 

②業務提案書の表紙には、社印の押印

が必要か。 

③会社概要は、弊社パンフレットの添

付でもよいか。 

④見積金額は、消費税込みでよいか。 

⑤共同提案の場合、見積書の名義はど

ちらか一方の企業でよいか。 

①（様式 2-4）「ＰＦＩアドバイザリ

ーなどの業務実績」及び（様式

2-5）「本調査業務を担当する職員

の経験(1)」は、必要に応じ複数

枚に記載することは可能です。そ

の他は、定められた様式で簡潔に

記載してください。 

②社印を押印してください。 

③資本、業務内容、従業員数を明記

した資料を作成のうえで、パンフ

レットを添付しても構いません。 

④見積金額は消費税込みとし、消費

税額を明示してください。 

⑤共同提案の場合、どちらか一方の

名義での見積書作成でも可能で

す。 
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整理 
№ 

質問箇所 項    目 質 問 内 容 回 答 

７ 募集要項 

５－（３） 

提出書類「会社概

要」 

資本、業務内容、従業員数を明記した

資料を作成し提出すればいいのか。 

そのとおりです。 

８ 募集要項 

５ 

ヒヤリング 出席者は、チームリーダー、担当者Ａ、

担当者Ｂの３人か。また整理№17 職員

経験（担当者）の質問項目で担当者を

増やした場合は、その者の出席も必要

か。 

ヒヤリングに対応し得る適切な人

員で出席してください。 

９ 募集要項 

６－（３） 

見積書 実施方針によると審査委員会におい

て、審査・選定以外に評価基準・募集

要項等の検討が含まれ審査委員には

かなりの負担となるが、審査委員の報

酬等委員会に係わる経費は、アドバイ

ザリー業務予算3,000万円に含まれる

のか。含まれている場合には、市で見

積もった回数及び費用の公開を。 

審査委員の報酬等委員会の運営に

係る経費は、アドバイザリー予算と

は別に市において支出します。 

１０ 募集要項 

様式１ 

応募申込書 提案者とは、会社を代表する者を指す

のか、もしくは市に入札参加登録をし

ている者を指すのか。 

市に入札参加登録をしている者を

指します。 

１１ 募集要項 

様式 2-1 

  2-2 

 2-3(1) 

記載方法 １枚以上記載して提出してもいいか。 定められた様式の範囲内で簡潔に

記載してください。 

１２ 募集要項

様式 2-1 

様式 2-2 

様式 2-3 

記載方法 様式 2-1、2-2、2-3 は各々１枚にまと

める必要があるか。（枚数制限がある

のか） 

様式それぞれ１枚に簡潔にまとめ

てください。 

１３ 募集要項 

様式 2-2 

  2-3② 

記載内容確認 （様式 2-2）検討方針及び作業内容と

（様式 2-3）②業務実施方針との違い

は。 

（様式 2-2）では、検討項目に従っ

て作業内容を記載し、（様式 2-3）で

は、執行体制に基づき業務を効果的

に遂行する考え方を記載してくだ

さい。 

１４ 募集要項 

様式 2-3 

記載内容確認 （様式 2-3）執行体制（１）① 

チームの取組体制と執行体制（２）組

織図との違いは。 

（様式 2-3）執行体制（１）①では、

直接本業務に携わる職員の取組体

制について記載し、（様式 2-3）執行

体制（２）組織図では、当該チーム

の貴社内における組織関係につい

て記載してください。 

１５ 募集要項 

様式

2-3(2) 

執行体制 「本業務を遂行するにあたっての執

行体制（２）」について、調査員数、

有資格者数、組織図は応募企業のみの

記載か、それとも協力企業を含むの

か。また、組織図の記載例は、本社、

複数の支店、事務所等も記載している

が、会社全体の組織図、調査員、有資

格者を記載するのか。 

協力企業による業務協力の範囲内

で協力企業の調査員数、有資格者

数、組織図を記載してください。組

織図は、会社全体において業務担当

チームの位置付けを記載してくだ

さい。（様式 2-3）「本業務を遂行す

るにあたっての執行体制(2)」では、

本委託業務に直接携わるものに限

定して記載してください。 
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整理 
№ 

質問箇所 項    目 質 問 内 容 回 答 

１６ 募集要項 

様式 2-4 

業務実績 アドバイザリー業務等の実績は、主要

な１物件のみでいいのか。他の実績を

あげる場合、数に制限があるのか。 

本件アドバイザリー業務の遂行能

力を知らしめるに必要と判断する

主要な物件を記載してください。複

数枚となることは可能です。 

１７ 募集要項 

様式 2-5 

職員経験（担当者） チームリーダー以外に担当者２名が

記載できるようになっているが、リー

ダー以外に財務、法務、技術と三つの

業務があるため、担当者（業務主任）

を増やしたいと考えているがどうか。 

担当者を増やすことは可能です。こ

の場合、「職員の経験（様式 2-5）」

が、複数枚となることは可能です。 

１８ 募集要項 

様式 2-5 

様式 2-6 

業務実績 主要な１物件のみでいいか。それとも

複数物件を枠内に記入してもいいか。 

複数物件の記載は可能です。 

１９ 選考基準 

３ 

評価点 ①「（４）ＰＦＩアドバイザリー等の

業務実績」について、「（５）本業務

を担当する職員の経験」と同様に、

協力会社の実績も評価の対象とな

るのか。 

②「（６）アドバイザーとしての総合

的能力」とは、どのような評価を想

定しているのか。 

①協力会社を起用する場合、業務協

力の内容に応じ、協力会社の実績

を参照し評価します。 

②市が本事業において目的とする

ところを正確に把握し市が必要

とするアドバイザリー業務を遅

滞なく提供する能力を評価しま

す。 

２０ 委託業務

仕様書 

２－①－

（Ⅰ） 

 

公募書類の作成支

援 

実施方針によると審査委員会におい

て、「提案内容審査に関する評価基準

に関する検討」が行われるが、アドバ

イザリー業務に関する委託業務仕様

書においても「事業者選定基準」の作

成支援が含まれている。これはアドバ

イザーが「事業者選定基準」を作成し、

審査委員会で詳細に検討することと

考えていいのか。 

そのとおりです。 

２１ 委託業務

仕様書 

２－③ 

成果品 印刷または製本した成果品の提出部

数は。 

１５部提出してください。 

２２ その他 可能性調査報告 調査報告書の閲覧は可能でしょうか。 受託後、閲覧は可能です。 

２３ その他 資料貸与 業務受託後、本業務実施における特定

事業の選定の際に、先行業務において

作成されているキャッシュフロー計

算モデルを使用する前提で考えてよ

いか。 

先行業務において作成されたキャ

ッシュフロー及びその分析結果を

参照することは可能です。市として

は、前提条件も含めて再度の精査・

分析を考えています。 

 


